
 

第３回 船橋市居住支援協議会設立準備会 議事録 

 

日  時：平成２８年１０月２６日（水）１４時００分から１６時００分まで 

場  所：市役所１０階 中会議室 

出 席 者： 【委員】小林委員（委員長）、中島委員（副委員長）、髙橋（弘）委員、 

林委員、高橋（孝）委員、中䑓委員 

【市職員】大石建設局長、豊田建築部長、大山福祉サービス部長、髙山保健予

防課長、宮澤地域福祉課主幹、土屋高齢者福祉課長、五十嵐包括支

援課長、渋谷障害福祉課課長補佐、竹中生活支援課主幹、鈴木児童

家庭課長、斎藤地域包括ケアシステム推進室長、藤城地域包括ケア

システム推進室主査 

欠  席：無し 

事務局：【住宅政策課】栗林課長、大森課長補佐、石田主査、木村主事、柏主事 

 

 

【次第】  １．議事 

（１）第２回船橋市居住支援協議会設立準備会の概要について 

（２）居住支援協議会の組織・委員構成等について 

（３）予算案について 

（４）会則案について 

（５）居住支援サービスについて 

２．その他 

【資料】  １．第２回船橋市居住支援協議会設立準備会要点記録 

２．居住支援協議会の組織・委員構成等（案） 

３．平成２９年度船橋市居住支援協議会予算案 

４．居住支援協議会会則（例） 

５．船橋市居住支援協議会会則（案） 

６．平成２７年度居住支援協議会へのアンケート調査（抜粋） 

７．民間賃貸住宅入居支援事業 

８．緊急通報装置貸与サービス 

９．主な居住支援サービス一覧 

 

 

○委員長 

 皆さん、こんにちは。それでは、船橋市居住支援協議会設立準備会を開会させていただき

ます。 

 まず、本日の出欠の報告をお願いします。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 今日は髙橋弘明委員が１０分ほど遅れるとのご連絡をいただいております。よろしくお願

いいたします。 

 

○委員長 

 次に、会議の傍聴についてご報告します。 

開会 
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 この設立準備会は船橋市情報公開条例で公開することになっております。このことから、

本日の会議の開催について市のホームページで情報提供いたしましたけれども、本日傍聴人

はいらっしゃいませんでした。 

 

１．議事 

（１）第２回船橋市居住支援協議会設立準備会の概要について 

○委員長 

 それでは、議事の１、「第２回船橋市居住支援協議会設立準備会の概要について」、事務局

から報告をお願いします。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 第２回船橋市居住支援協議会設立準備会の概要について説明させていただきます。 

 資料１をご覧ください。こちらの資料は、８月４日に開催しました第２回船橋市居住支援

協議会設立準備会の要点をまとめたものです。 

 まず１番目ですが、居住支援サービスの提供方法についての話の中で、当面の対象者につ

いての意見がありました。具体的には、もともと入居できないような方も対象とするのか、

入居するための能力はあるが孤独死などの不安がある入居者に対しての問題について検討す

るのか、実態的には分けないと検討できないのではないかという意見でした。当面は借上公

営住宅のような低家賃のものを整備するのではなく、さまざまなサービスを提供することで

受け入れやすい状況をつくることを第一の目的として、まずは家賃負担能力のある方を対象

として組み立てることを考えています。 

 ２番目は、居住支援協議会の組織・委員構成等についての話の中で、事務局及び相談窓口

についての意見が挙がりました。組織・委員構成については、後ほど議事の２でご説明いた

します。 

 ３番目、居住支援協議会のスケジュールについての話の中で、事例検討会の回数を増やし

たほうがいいとの指摘がありました。これについてはご指摘のとおり、事例検討会の回数を

増やす方向で考えています。なお、定期総会や事例検討会については、総会の後に事例検討

する場を設けたり、事例検討会の前に必要な協議を行うなど柔軟に対応できればと考えてお

ります。 

 裏面になりまして、４番目、事務局についてですが、スケジュール的に次回の準備会の中

で事務局をお願いされても、その場で答えることができないとの指摘でした。これについて

は後ほど議事の２でご説明いたしますが、会議とは別に直接相談をいたしました。 

 ５番目の相談窓口についてですが、少し遅くてもよいのではないかという意見でした。こ

ちらも議事の２でご説明いたしますので、ご意見をいただければと思います。 

 ６番目のグループホームについては、後々はグループホームについての検討や空き家の活

用といったところも視野に入れておりますが、居住支援協議会設立後、事業計画を作成する

上で協議していきたいと考えております。 

 続いて、７番の緊急通報装置についてですが、こちらは１回目の準備会でも話題となりま

したので、市のホームページに載せるパンフレットを資料として添付しております。また緊

急通報装置の設置については、業者のホームページを確認したところ、一般の方が直接契約

を行った場合には、月額３，０００円から４，０００円程度の契約額になるようです。 

 第２回船橋市居住支援協議会設立準備会の概要について、以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。この件について、何か皆様からご質問、ご意見ありますか。 
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 この２ページの最後の３，０００円から４，０００円というのは、業者によって違うとい

う意味ですか。それとも、サービスの内容によって違うという意味ですか。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 ３，０００円から４，０００円としたところですが、今現在、船橋市の高齢者福祉課で所

管している事業につきましては、初期費用がかからない契約になっているのですが、ホーム

ページを確認したところ、初期費用がかかる設定になっておりまして、初期費用ありのプラ

ンと、初期費用がない分月額負担料が高くなるプランとがございましたので、３，０００円

から４，０００円というふうにしております。 

 

○委員長 

 わかりました。４，０００円というのは初期費用がないということですね。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 そのとおりです。 

 

○委員長 

 わかりました。ほかにいかがでしょう。大丈夫ですか、皆さん。 

 

１．議事 

（２）居住支援協議会の組織・委員構成等について 

○委員長 

 それでは、次の議事に進みたいと思います。 

 次が２番目、居住支援協議会の組織・委員構成等についてです。また事務局から説明をお

願いします。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 資料２をご覧ください。こちらの資料は、前回の準備会で示した資料をもとに必要な修正

を加えたものです。 

 船橋市の居住支援協議会についてですが、前回の準備会でもご説明しましたとおり、現在

も準備会にご出席いただいている４つの団体と、小林先生、中島先生、そこに船橋市が加わ

ります。またモデル事業で空き家の活用を検討する際には、建築士関係の団体も必要なこと

から、新たに一般社団法人建築士会と公益社団法人千葉県建築士事務所協会に加わっていた

だく予定でいます。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会との連携を図ることから、

オブザーバーとして千葉県住宅課に加わっていただく方向で協議を進めております。 

 居住支援協議会で行う内容とそれぞれの役割については、前回の準備会でもご説明してお

りますので、割愛いたします。 

 裏面をご覧ください。３番の事務局についてですが、船橋市社会福祉協議会に引き受けて

いただく予定です。 

 続いて、４番目の相談窓口についてですが、まずは資料６をご覧ください。こちらの資料

ですが、国土交通省が平成２７年度に既に設立済みの居住支援協議会に対して行ったアンケ

ートの一部を抜粋したものです。 

 図表の１４「相談への対応状況」ですが、常時あるいは定期的に相談窓口を開設している

協議会は、５０の団体のうち２０となっています。また、何らかの形で問い合わせに対応し

ている協議会も合わせると、全体の６割に当たる３０の団体で実施している状況です。 
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 また、図表の１５を見ていただくと、相談への対応は、電話型と来所型がそれぞれ２２と

なっており、訪問型というものも２つの団体で行っておりますが、多くは電話や相談窓口に

来所してもらう方法をとっています。 

 次に、図表の１６「相談対応の実施主体」ですが、先ほど窓口や何かしらの対応をしてい

ると答えた３０の団体のうち、１８の団体で住宅部局が実施主体であると回答しています。

次いで福祉部局が７団体、不動産団体が６となっています。 

 次の図表１７「相談内容」ですが、これは半数以上が住宅の確保に関する相談となってお

ります。 

 次の図表１８は物件の紹介・あっせんについて、ありが２１、なしが２９となっています。 

 次の図表１９では物件の紹介・あっせんについて、ありと回答した２１団体の実施主体に

ついて、１２の団体で居住支援協議会としており、６の団体が協力不動産店で実施していま

す。 

 続いて、図表２０と２１についてですが、相談者と契約者の内訳は、高齢者が最も多く、

相談では４割強、契約者の内訳では６割近くに上ります。 

 最後に図表２２の「契約に至らない理由」についてですが、「家賃が折り合わない」と「保

証人の問題」が１０で、次いで立地条件を挙げているのが５となっています。 

 資料２に戻ります。これらを参考に、船橋市の相談窓口の案についてですが、居住支援サ

ービスの相談を行う窓口と賃貸物件情報の紹介を行う窓口を事務局である社会福祉協議会に

置きたいと考えております。居住支援サービスの相談窓口業務の実施主体は社会福祉協議会

とし、実施内容は制度説明や事業案内等を考えています。 

 賃貸物件情報紹介サービスの窓口業務は予約制とし、予約業務は社会福祉協議会で行う予

定でいます。実施主体は千葉県宅地建物取引業協会と全日本不動産協会にお願いしたいと考

えており、まずは月２回実施してはどうかと考えております。また回数については、状況に

より検討を行うことも考えています。賃貸物件情報紹介サービスの窓口業務を行う日に社会

福祉協議会で行う居住支援サービスの窓口も併設し対応します。 

 なお、既に社会福祉協議会からは場所を提供していただくことについて問題ないという回

答をいただいております。 

 続いて５番目に、その他の主な居住支援サービスを記載しておりますが、こちらは後ほど

議事の５で説明いたします。 

 最後に６番目としまして、検討すべきモデル事業としています。こちらについてはいずれ

検討が必要と考えておりますが、現時点では５番で示した居住支援サービスにめどが立って

からと考えております。 

 居住支援協議会の組織・委員構成等について、以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。前回いろいろと議論になった内容ですね。今回は事務局を社会

福祉協議会というふうにしていますけれども、高橋委員、何かありますでしょうか。 

 

○高橋（孝）委員 

 社会福祉協議会の高橋です。今お話にもありましたけれども、事務局を社会福祉協議会で

ということで、既にお話しされていますけれども、私ども社会福祉協議会としても事務局を

ぜひお引き受けさせていただいて行いたいと考えております。 

 事務局においても何度か話し合いを持ちまして、私どもの理事会、１０月２４日に開催さ

れたのですが、そこでも事務局について事業実施に向けての議決がされましたので、今後、

来年になりますけれども、向けて社会福祉協議会としても準備をしていきたいと思っており
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ます。 

 ただ、このようにいろいろなサービス等々、協議会についてはまだまだ私ども社会福祉協

議会としてもわからない部分もありますし、住まいに関する相談や住居支援サービスの構築

等々、まだまだ私どもでは経験したことがないようないろいろなことが出てまいると思いま

す。皆様、各関係機関と協力、連携をいただきながら進めてまいりたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

 大変心強いお言葉で、安心しました。 

 

○副委員長 

 今、言っていただきましたからほとんどいいのですが、実は私も今までほかでもやってい

るのですが、この居住支援協議会の窓口というのは、やはり福祉的な視点がしっかり入って

いることは当然です。そういった意味で、社会福祉協議会がお引き受けいただいたというの

は、ちょっとユニークでよかったと思います。 

 けれども、やはり住宅の相談なんですね。住宅の相談というのは、もちろん全日さんとか

宅建さんに住宅のあっせんとかはお願いするのだけれども、それにかかわったいろいろな課

題が出てくるはずです。結構難しかったり、いろいろなことがあるんですね。だからそれは

私もかかわるのでしょうけれども、一緒に考え研究しながら、非常に創造的、開発的な活動

になると思います。今まで前例があるわけではないから。 

 そういった意味でちょっとおもしろいなと思って、一生懸命やってくださればそれが一番

いいし、福祉的な視点がかなりしっかり入っていて、何とか来た人についてはいい方向で結

論を出せるようになるというのがいいのかなと。 

 

○委員長 

 どうぞ。 

 

○髙橋（弘）委員 

 遅れて来まして申し訳ございません。今の事務局の件ですが、実は宅建協会で受けること

が僕は一番だろうと思っていまして、このことについては住宅政策課にそのことを伝えて、

宅建協会の内部の理事会は通してきたんです。通してきたことをお伝えしたところ、先日お

電話があって、社会福祉協議会に事務局が決まりましたということだったんです。 

 なんかよくわからないんですけれども、なんで社会福祉協議会が住宅の手伝いをするんだ

ろうというのが全くわからないんです。どうして私たちが申し出をしたことが社会福祉協議

会にいつの間にか闇の中でなったのかが理解できないんです。 

 というのは、結局、今この会で開かれていることの大きなテーマの一つは、民間賃貸住宅

の活用をうまくできないかということで、それがテーマに上がっているのだと思います。そ

の窓口を私、開こうと思って宅建協会のみんなに根回しをしたんですけれども、そうではな

くて福祉協議会のほうにということになると、また後ずさりになってしまうような気がする

んです。 

 私は、不動産協会、全日も全宅もそうですけれども、窓口を広げて、これから高齢者、障

害者の人たちに門戸を開けるような姿にしたいという協議会でこの会があるはずなのに、ど

うも形ばかりの会になってしまうような感じがしなくもないんです。多少波風は立つような

気はするのですが、もう少し現実的な路線に行かない限り、形は整うけれども何の効果もな

い会になってしまうような懸念がちょっとしているところです。 
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 だから、この件について反対ということではないのですけれども、なぜ社会福祉協議会が

妥当だということになったのかについて、ご説明いただければと思います。 

 

○委員長 

 これは、船橋市のほうからちょっとお話しいただくとよろしいですね。お願いします。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 なぜ社会福祉協議会に事務局をお願いすることになったのかというところをご説明したい

と思います。中島委員からもお話がありましたし、庁内検討委員会の中でも、住まいの相談

というのは、住まいを見つけるだけにとどまらず、その周辺にある課題の解決が必須であろ

うという話が出ております。 

 その課題というのは、基本的に福祉的な課題、お金の問題ですとか生活の問題、介護の問

題、そういったことが非常に強く絡み合ってきますので、そこを社会福祉協議会の社会福祉

に精通した方にコーディネートしていただいて、住宅に入れるような条件が整ったときには、

もちろん宅建さん、全日さんのほうに、住まいを提供していただくところについてお願いし

たいと思っております。 

 もちろん、社会福祉協議会だけでその問題が解決できるわけではありませんので、そこで

どのように宅建団体の方にかかわっていただくかということは、この場で検討をお願いした

いと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長 

 どうぞ、林委員。 

 

○林委員 

 私は、今回の福祉協議会のほうで窓口をやっていただくのはとてもいい策だと思っており

ます。本当に、先ほど言われましたように、大変な中を家を借りる方が低所得者というのは

多いわけです。家を借りればいいだけの問題ではなくて、その後、死にゆくさまざまなこと

ですね。そういう意味においては、やはりこの福祉協議会の方々のお話はプロだと思うし、

そのほうが、こちらは宅建さんですが、私、全日のほうとしてはそちらのほうがやりやすい

のではないかと思っています。 

 

○委員長 

 船橋市の市民の方が何か住宅に困って、あるいは関連する福祉に困って行く窓口が、まず

社会福祉協議会に設けられた窓口に行くということですね。そこは一本化されているという

ことです。その後で住宅について本格的に探すことになったらこちらにつなぐという仕組み

になっているわけです。そういう意味では、一般の市民の方からすると、いきなり宅建業者

のところに行くよりは、ワンクッションあったほうが行きやすいというのはあるかもしれな

いですね。 

 どうでしょうか、髙橋（弘）委員。 

 

○髙橋（弘）委員 

 仏をつくって魂入れずになるような気がしてならないんです。結局、空き家を、あるいは

賃貸住宅の空いているところを貸してくれる業者がいなければ、今と同じ、状況は変わらな

いんですよね。一番大事なことは、賃貸住宅が空いているにもかかわらず、年をとった方、

障害者の方に開かれていかないということを打破することのほうが僕は大事なような気がす



7 

 

るんです。 

 それは、社会福祉協議会に行かれたほうが気が楽になる方もいらっしゃるでしょうし、そ

ういうことはあると思います。でも、今と何も変わらない。何が変わるかといったら、社会

福祉協議会に事務局、窓口ができましたと。窓口と宅建協会、あるいは全日と打ち合わせが

できます。打ち合わせをしたところで会員が貸しませんよということになっていれば、何も

変わらないんです。だから、変えられるようにすべきところを変えていかないと、この会議

が有効になっていかないのではないかというのは、僕が懸念していることです。 

 

○委員長 

 ちょっと私の意見。趣旨は少しわかるところがあります。要するに、大家さんに説明しな

ければいけない。そのときに何らかの肩書があったほうがいいわけです。宅建業者として行

くよりは、居住支援協議会の関連として、そういう肩書を持って行った方が大家さんと話を

しやすいということがありそうですね。ですから、相談窓口は仮に福祉協議会であったとし

ても、宅建業者の役割は非常に大きいと思いますので、連携のつくり方ということになるの

でしょうか。 

 

○林委員 

 今、お話しになられたこともわかります。それは何も私たちが一生懸命努力をしたところ

で、ある意味では絶対貸さないという大家さんがいらしたら、それは同じことなんですね。

もとに戻るとか何とかという話ではなくて、やはり開いてほしいというのは今まででもある

わけですけれども、そこへ福祉協議会のほうの肩書なりそういうバックが入ったほうが、大

家さんとしても、幾らだからこれ貸してくださいといっても、貸す人は貸すし、貸さない人

はずっと貸さないわけですよ。だからそういう意味では何も今までと変わったことはないと

思う。かえってやりやすくなるのではないかと私は思っております。 

 

○副委員長 

 やりやすくなるかならないかはちょっとよくわからないんです。むしろ、この居住支援協

議会で住宅あっせんというのは２つの団体に出て頂くことになっている。宅建さんのほうで

事務局をやってもいいよとはおっしゃったけれども、前回決まらなかったし、全日さんもい

らっしゃいます。東京とか関東のあたりでは２つの団体がともに協力していただく。それは

不動産屋さんの下に家主さんたちがいらっしゃるから、それぞれの家主さんまでこの話をよ

くしておかない限りは、やはり断るんですよ。やっていいですよとふだん言っているのにね。

それから、電話でお願いしますと言って、じゃあその人が行って、見たら電話で聞いたより

やっぱりちょっと年以上に年とっているみたいで、これはあかんと思って、ごめん、だめだ

ったとか、そういうこともあるんです。 

 だから、できれば事務局であるなしとにかかわらず、これから積極的にご協力いただくよ

うな形になると思います。私ずっと以前に建築家だとか大工さんの組合で相談業務というの

をやったことがあるんです。それも、１９７０年代ぐらいからいくつかの経験がありますが、

相談業務というのはあくまで相談として第三者がやったほうがいいんです。 

 そうではなくて、いわゆる関係する業者さんというのが入ってくると、そこでいろいろな

トラブルがあったりするから、まず第三者がやるけれども、この居住支援協議会の場合には、

多分、福祉協議会の方が窓口にいるのと同時に、月２回だとしたら、その片方は全日さん、

片方は宅建さんの方が控えている。来るうちの３分の２ぐらいは住宅をどこか見つけてほし

いと来ると思いますが、そういうふうになった場合はすぐに隣に控えているどちらかの方が、

レインズで探すんでしょうかね。つまりご自分の関係だけではなくて、探してみて、幾つか
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の候補があって、そこにどうかねと。 

 どうかねといったときに、そのどうかねの相手がいろいろこの居住支援協議会のことを理

解してくれて、大変だけれども市としてはいろいろサポートするから何とかならないだろう

かという話をしていただいて。その後の支援のこともちょっとあるんですけれども。 

 だからそういう形で、事務局自体は社会福祉協議会がむしろなったほうが、例えば低所得

で、この方は生活保護のほうに行ったほうがいいとか、障害者住宅改造のほうに行ったほう

がいいとか、そういう話が出てくるんですね。そういうことに長けた方が窓口につく場合も

もちろん宅建さんの場合だとあるかもしれないけれども、基本的には社協のほうがいいかな

と。住宅を探してほしいという方の場合はもちろんその辺に控えていていただいて、どうい

う分担にするかとかありますが。だから、前回おっしゃっていたのを私もずっと気になって

いたんです。ただ、宅建さんが事務局をやるというのは決まっていないから、もしやるとし

たら今日言うのかなと思ったけれども、もういろいろ検討していただいてしまっていました。 

 

○髙橋（弘）委員 

 もうちょっとだけ。 

 

○委員長 

 どうぞ。 

 

○髙橋（弘）委員 

 今般、船橋市外に事務局を置くというのは、国からの補助金が１，０００万円出るから外

部に置くということですよね。たしかそういう話だったと思うんです。市のお金を使わずに

国のお金を使えて、事務局を設置することで１，０００万円の補助金が出るということがテ

ーマの中の一つにあって、外部に置きましょうという話だと思うんです。もしこれが１，０

００万円出ないのであれば、結局、住宅政策課が窓口になっていればいい話だと思うんです。

それを外部に置きましょうということで社会福祉協議会に置く。 

 でも、結局来る人たちは同じことの繰り返しになるだけで、何も進んでいないということ

になるのではないかということを危惧しています。いろいろな意見はあると思います。ただ、

大家さんもいますが、結果的には多分半分以上、私たちがイエスと言えば大家さんは説得で

きるんです。だけれども、こういった会議がこういうふうに開かれて身近なものになってい

ないんです。 

 多分、全日さんもそうですけれども、私たちほうでも、私がこういう会議が開かれました

という報告は月に１回はします。でもたった１分か２分です。これでこの会議の濃い部分の

話が伝わるかといったら、絶対伝わるわけがないんですね。だから僕は、蟻の穴でもいいか

ら開けたほうが、きっと困っている人たちには身になるだろうなと思っています。 

 だから、今、福祉協議会の方の事務局がいけないということではなくて、１，０００万円

のためにやるのだったら、そんなものもらわないで、住宅政策課のほうでやればいいのでは

ないかということも頭に浮かぶことだし、前回の居住支援協議会設立準備会の議事録を読ま

れた方が私の仲間にもたくさんいました。結局、型にはまった文言と型にはまったことで、

具体的な結果は多分導き出せない会議のように見えたねということをさんざん言われました。

今回もそういう形になってしまうのはちょっともったいないと思うんです。 

 本当に困っている人がいるのだったら助けてあげたい。助けるためにはどうするかという

ことを、大局的なことではなくて、もう少し個別の感じで詰めていかないと、会議としては

成立したけれども、結果的に助ける人が、何人かはもちろんこの会議の開催によって助けら

れる人は増えるかもしれませんけれども、多くの人が助けられることにはならないような気
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がするんです。 

 だから、もう少しイレギュラーであっても形を変えていくことを、今回の件は決まったこ

とだからいいと思いますが、ほかの件でももう少し違う形の考え方を持たない限り、杓子定

規な会議になってしまうような気がしてならないということをお伝えだけしておきます。 

 以上です、私は。 

 

○委員長 

 むしろ大変前向きな内容なので、大変結構だと思います。やはり宅建業者の協力がないと

進まないというのは事実ですので、場合によって今後何か宅建の、あるいは大家さんを集め

たセミナーとか、そういうのをやったりしたらいいかもしれないですね。 

 いずれにせよ、まずは市民からの相談窓口をどこに置くかという話ですので、その後どう

やって展開するかというのは、ぜひ今の髙橋（弘）さんのお話を踏まえて充実していければ

と思います。 

 

○中䑓委員 

 今のお話の中で、この委員構成とか組織構成は決定とおっしゃいましたけれども、今いた

だいている資料だと案になっているわけですから、事務局の方、これは決定なんですか。決

定したものを報告しているわけですか。案ですよね。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 はい、まだ案です。 

 

○中䑓委員 

 ということですから、髙橋（弘）委員がおっしゃったのもちょっと早とちりかと思います。

まだ案ということですから。今日ご意見があればどんどん言っていただければいいのではな

いかと思うのです。 

 先ほど市のほうの説明で、１４ページの国のアンケート調査の結果では、相談対応の実施

主体は住宅部局が６０％で圧倒的に多いですよね。次に２３％で福祉部局、で、不動産団体

等で２０％となっているわけですから、私も社会福祉協議会が事務局ですという案を聞いた

ときには、ちょっと意外な感じはいたしました。 

 こういう国の全国的に見た内容からしても、事務局を設置しているところというか、相談

対応をしているところが住宅部局になっているのに、今回の案は社会福祉協議会となってい

ますよね。この辺からしても、今、両方いろいろの意見があって、事務局を引き受けるとこ

ろがなかなか難航するのではないかという気持ちで私今日出席しましたが、意に反してやり

たいというところがこんなにいっぱいあるのは、船橋はすごいなという気持ちで今感動して

いる状態です。 

 ただ、両者のお話を聞いていて、私のほうの民生委員協議会からすると、高齢者の相談が

一番多いというのが国のアンケートでも出ているわけですから、高齢者の相談というのは住

宅ということで多分来るにしても、その前段とか住宅の相談をしているうちに福祉全般にわ

たっての相談になる可能性はあるんですよ、私たち日々の活動の中でも。 

 だから、住宅のみの、住宅だけ借りたいというのではなくて、借りたいという中にはいろ

いろな含みがあって、どういうわけで借りたいのかというのを聞いていくと、福祉の組織と

連携しておいたほうがいろんなところとすぐネットワークができていますから、そういう意

味では逆に言うとワンストップでこの対応ができるのかなということです。先ほど社会福祉

協議会は頑張ってやりますという心強いお話がありましたけれども、髙橋（弘）さんの宅建
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協会とも連携をとることは十分可能だと思うのです。たまたまどちらが先に電話を受けるか、

あるいは訪問を受けるかという話で、場合によっては同時に進行できるような体制をとって

おけば、これはこの組織の案でも可能ではないかと思います。 

 ただ、ちょっと懸念されるのは、社会福祉協議会が今、市の福祉全般にわたって統括責任

の部署になっていますので、その辺の事務量がどれぐらいになるかによっては、窓口は社会

福祉協議会になっていても、実務としては宅建さんのほうにお願いしておいてやるというこ

とも可能だろうと思います。 

 そういう意味では、もう少しこの中で意見交換をした上で決定というふうにしないと、ち

ょっとしこりが残るというか、せっかくこれだけのメンバーの方が立ち会っているわけです

から、もう少しもんでいただいて、市の案に納得ということで一本化してやらないと、それ

こそせっかくいい居住支援協議会というものをつくっても、スタートからつまずいてはいけ

ないと思いますので、もう少しざっくばらんに意見交換されていったほうがいいのではない

かと思いました。 

 

○委員長 

 全くそのとおりなので、ほかに何かご意見あるいはご質問あればと思いますけれども、い

かがでしょうか。どうぞ。 

 

○中䑓委員 

 髙橋（弘）委員さんのほうはすごく積極的にやっていただいて、市としてもすごく心強い

と思うのですが、今のようなご意見ですと、まずは宅建協会のほうがドンと窓口にならない

とまずいというお考えですか。並行して、窓口はこちらにあるけれども、ほぼ合同で動ける

ような態勢の中で宅建さんもかかわるというのはだめなんですか。 

 

○髙橋（弘）委員 

 まず初めにお断りしておかなければいけないのですが、やりたいと言ったわけではないん

です。私は、やったほうが困っている方のためになると思ったので理事会を開いてもらった

だけです。うちの会がそれをやりたいと思う理由は全くありません。 

 なぜかというと、今、私たちの協会の中では、市との会議、例えば空き家対策協議会とい

うものもやっていますが、結局何も決まらないよねというのは私たちの会の中では言われて

います。何の手伝いにもならないので、誰でもいい、そこの会に積極的に行かなくていいと

いう話になってしまっている。結果の話です、これは。ですけれども、そうではなくて知識

を持った人、あるいは意見のある人を送り込もうよということと、２つに分かれて会議が開

かれているんです。 

 私がこのごろ思うのは、そういうふうに良識を持っている人もいれば、会議をよくするこ

となんて僕らにはできないよと思っている人が存在しているのは事実なので、思っている人

たちに積極的に参加してもらって、さらにそのことを広めないと、どう考えても何のために

居住弱者の人を僕らは手伝う必要があるんだということになってしまうような気がするんで

す。 

 そこの問題意識を僕は会員みんなが共有してくれれば、中にはわかってくれる人もいらっ

しゃる。先ほど言いましたように、半分ぐらいの人はわかってくれるので。ただ、それをし

ゃべる機会というか発表する機会がないんです。なので、４４０社ある会社のうち、多分こ

のことに興味を持っているのは僕だけなのだろうなと。宅建協会ですよ。全日さんは違う会

員数がいらっしゃいますけれども。 

 ということになりかねないかなということを思っているだけで、やりたいわけではないん
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です。だから険悪なムードになることもありません。協力することは協力しますが、そうい

う考え方もあってもいいのかなというふうな、少し違う形の窓口といいますか、そういうこ

とで蟻の穴が開く可能性があるのではないかなと思っているだけで、とにかく、これでぎく

しゃくするようなことは決してありませんので。 

 

○中䑓委員 

 今の髙橋（弘）委員の発言ですと、私が喜び勇んで、すごく積極的にやってくれるという

ふうに捉えてしまったのですが、趣旨はわかりました。 

 ただ、その中で、今例えば市の案で社会福祉協議会が事務局だとして、この案をたたき台

にこれからスタートするのだろうと思いますが、組織の中身については今後また十分検討す

る機会はあるんですよね。 

 だとすれば、この社会福祉協議会が事務局ですけれども、この事務局に例えば相談窓口の

日にちを１週間まるまるやるのか、１カ月まるまるやるのかという、そういうことも細かく

いうと決めていないと思うので、そういったときに宅建さんのほうとの連携をうまくとって、

場合によったら、案として、この事務局の中に宅建さんの職員も派遣されてきて、派遣とい

うかスタンバイできるようなポジションをつくれば、例えば福祉の相談に来た、確実に家が

借りられないといったときに、後でまた連絡しますではなくて、その場でこういうところが

ありますよということも言えるような状態になれるのではないかと思います。 

 ただ、今ここで細かい組織論というのはナンセンスだと思いますので、大きく事務局がど

こで、それをフォローするのが宅建さんとか不動産協会とか建築士の関係団体とかという、

これが決まっているかどうかの話であって、細かいところまではこれから詰めていけば、場

合によったら宅建協会さんのほうで考えているようなシステムも可能ではないかと思います

けれども。 

 

○副委員長 

 先ほどの髙橋（弘）委員のお話に関連して。私が別のところでやっている居住支援協議会

では、宅建さんと全日さんが対等な立場で相談窓口に出ています。相当厳しい議論はあるん

ですね。何のためにやっているかとか。仕組みもいろいろあるんですけれども、こういうこ

とをおっしゃったんです。宅建さんは、正確な名前が法人改革で公益法人に変わったんです。

全日さんもそうですね。そういう形で変わったので、私たちはやはり社会的な貢献をしなく

てはいけませんと。この居住支援協議会でやるのは、市場では一人でふらっと行っても大体

断られてしまうとか、そういう人たちを何とか助けましょうという趣旨です。 

 つまり、単純に窓口があってどこか紹介して案内して、はい、どうぞ、というのではない、

もう少し後押ししてあげたりするような内容ですね。そのことをまた押しつけるつもりもな

いけれども、ここでは、ちょっと損をするということではなくて、社会貢献的な役割として

宅建さん、全日さんがかかわって支援していただいて、そして空き室を埋めていく。そうい

うような内容だと思うのです。 

 だから、おっしゃったように、具体的な窓口はちょっとイメージしないと誤解するみたい

なのだけれども、いろいろな相談が来たときはどこか窓口がないとだめだから、事務局のほ

うが電話を受けたり、それはするかもしれない。だけど相談窓口のときには、そこに社協の

相談の方もいらっしゃるのだけれども、同時に月２回なら２回のどちらかを、１つは全日さ

ん、１つは宅建さんにするとか、こんな話をしているんですけれども、必ずいないと無理だ

と思います。 

 ここに来て、「あなた、そんなに大変だったらやっぱり生活保護のほうへ行ったらいいです

よ」と。生保の、生活支援課にどうぞと案内してあげたり、それから住宅をとにかく探して
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いるのだとすれば、基本的ないろいろなこと聞く必要があるかもしれないけれども、「ちょっ

と全日さん探してください」という形でのかなり独立した相談員としていていただいて、で

きるだけその人にとってプラスになる方向をやってほしいんです。 

 そのためには、先ほどご自分しかなかなかこういうのがわかっていないとおっしゃったけ

れども、多分これから３月いっぱいまでに協力していただくところにいろいろ話をしたり、

研修会をするとか、４月以降になってもそうなんですけれども、そういうことをしながらお

互いに広げていってやるのがいいのかなと、私はそう思っているんです。 

 だから、決定はしていないですね。全て案だったと思うから、今日、事務局どうするかは

本当に納得するような形で決めたほうがいいと思います。社協さんは社協さんでいろいろ検

討されて、ようやく、住宅のことをやっていなかったけれども引き受けられたわけですよね。

だけど決定ではないですから、ちょっと検討したほうがいいと思います。 

 

○林委員 

 私のほうも、このお話はうちの全日のほうにも話しました。協力を惜しまないので、それ

は協力で。でもこれによって個々の不動産屋が利害を得ようとするには余りにも金額が少な

過ぎます。そういう意味ではそういうことを一切考えておりません。だから、窓口は公共の

窓口でよろしいと思います。 

 そして、やっぱり不動産屋というのは、来る人はお店に来るんですから、来ない人のため

にこうやってお話ししているんですよ。その来ない人が一番来やすいのがやはり福祉協議会

だと思います。そのためには、やはり私たちは陰の存在ですので、必要だったら呼んでくだ

されば行きます。そういうことをうちのほうのトップは言っておりました。 

 

○委員長 

 いろいろな意見が出ましたけれども、私いろいろ伺っていて、今回の活動については、い

わゆる高齢者などの市民への対応という柱と、もう１つは家を貸してくれるオーナーに対す

る発掘という２つの柱がありますね。実際にはこの２つの柱を進めていくのがとても大事な

ことなので、まずは相談窓口は社会福祉協議会として、その後、この後予算案の検討に入り

ますけれども、予算の中ではぜひ大家さんを発掘するための活動とか、そういうところにき

ちっと予算をつけて、それで進めていくのがいいのではないかと思います。 

 

○林委員 

 そうですね。それ以外は裾野が広がらないと思います。 

 

○委員長 

 というような方向でいかがでしょうか。 

 

１．議事 

（３）予算案について 

〇委員長 

 では、組織のあり方の決定は最後のまとめた段階で決めていきたいと思いますので、次の

予算案についてご説明いただけますか。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 予算案についてご説明いたします。 

 資料３をご覧ください。平成２９年度の船橋市居住支援協議会の予算案を示しています。
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前回の準備会の資料で国が例示している事業にかかわる経費の内訳を示しましたが、今回は

社会福祉協議会を事務局とした場合の予算案を作成いたしました。 

 詳細については今後社会福祉協議会と詰めていく予定ですが、お金の流れとしましては、

まずは市が事務局である社会福祉協議会に助成金として歳出し、事務局である社会福祉協議

会が来年度末に決算報告をし、残額を市に戻していただく流れをとります。 

 予算案について、以上でございます。 

 

○委員長 

 今のは予算の流れですね。まず、市から事務局である福祉協議会に支出し、そこからさら

にいろいろ支出していくという流れです。何に支出していくかという説明が全くなかったの

ですが、そちらのほうが重要なので、何か補足ありますか。あるいは、それについてはここ

の場でいろいろ議論していったほうがいいということでしょうか。 

 

○事務局（住宅政策課主査） 

 予算案の内訳ですけれども、資料３をご覧いただきたいと思います。 

 内訳ですけれども、人件費、これは事務局としての人件費と相談業務、窓口を担う人件費

の総額が３８０万円となっております。 

 そして報酬、これは先ほど先生がおっしゃっていたように、セミナー等を行う際の講師謝

礼としております。 

 次に旅費です。これは事務局の旅費、あとは会議等の実費弁償となります。 

 次に需用費です。事務局が運営するのに必要となります消耗品、光熱水費を需用費として

見ております。 

 次に役務費です。同じく通信費といろいろな振込等を行うための手数料。通信費は電話代

とかそういうものの予算としております。 

 次に委託料です。これは今後オーナーさんや市民の方に周知するために、わかりやすいパ

ンフレットをつくるための業者さんへの委託料としています。あとはホームページ構築も委

託して、わかりやすいホームページをつくっていきたいと思いまして、予算案としておりま

す。 

 あと使用料及び賃借料ですけれども、これは社会福祉協議会に事務局を置いた場合、窓口

を使用するときの事務所の家賃も国庫補助の対象としておりますので、これも見ております。

また、セミナー等で借りる場合の会場使用料。あとはこのとおりパソコンリース料とコピー

機リース料、こういった内訳になっております。 

 以上です。 

 

○委員長 

 何かこれについてご意見。どうぞ。 

 

○中䑓委員 

 総額が４８４万円ということで設定していただいていますけれども、先ほどの事務局の５

番のサービスの中で、金銭、財産管理サービスとか書類等預かりサービス、これは預金通帳

とか年金証書などの預かりということで考えているようですが、単純に社会福祉協議会で預

かるということでは多分ないのだろうと思います。もう少しきちっとした後見人のようなと

ころに委託するのだろうと思いますが、そういう予算は今のお話だとここには全然盛り込ま

れていないと思うのです。先ほどの髙橋（弘）委員のお話だと、１，０００万円ぐらいが限

度なんですか。だったらもっとどんどん使える費用は計上して、必要なものは出しておかな
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いと、これだけでやると、先ほど髙橋（弘）委員が言ったように形だけのものになってしま

うので、もう少し実務的な予算もここに入れておかないといけないのではないかと思います。 

 例えば緊急通報装置を貸与する事業といっても、民間の警備会社と契約するわけですよね。

委託料というのか、そういったものもないと仕事にならないと思うんです。委託料はパンフ

レット作成とホームページ構築のみの予算ですから、そういったものも入れておいて。それ

から、人件費も何人ここにスタンバイするかわからないですが、３８０万円計上しています。

この辺も場合によったら、まだこれは案だろうと思いますので、そういった実務的な予算も

盛り込んで、１，０００万円にならないようにするのがいいのでしょうけれども、４８０万

円というと半分しか使っていないですから、まだ十分検討の余地があるのではないかと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

○委員長 

 予算総額はもうちょっと増やせるんですか。事務局、いかがですか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 国からは重層的住宅セーフティーネット構築支援事業ということで補助金をいただくこと

ができるのですけれども、その委託費の内容としては、事業の主たる部分以外の提携的な業

務を他の機関に委託して行わせるための経費を指しますということになっていまして、国交

省に確認したところ、例えば残置物処分のサービスとかそういったことは対象にはならなさ

そうなので、今回の事務局経費と事業に関する経費は分けて考えたいと思っております。 

 

○委員長 

 これは事務局経費であって、事業に関する経費はこれとは別にさらに予算立てするという

ことですか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 事業についてはまだ庁内で検討中です。後で話題としてまた上りますので、そこで議論を

お願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 いずれにせよ、今回この左側のページにある「その他の主な居住支援サービス」というの

と連携して実施していかないと多分うまくいかないので、この部分についての予算をどう考

えるかというのはとても重要ですね。さらに、モデル事業的な位置づけで一部補助するとい

うのも、たしか国は受け入れたはずだと思っているのですが、そういう予算立てもあるので

はないですか。例えば居住支援サービス全額をユーザー負担とか大家負担ではなくて、居住

支援協議会から一部補助するというのは十分あり得るので、そういうことができていくと、

多分、魂が入っていくのではないでしょうか。 

 

○副委員長 

 ２つあるんですが、さっき事業費は別にというから、別なのかわからなくなっているんで

すけれども、いわゆる相談業務がありますよね。この相談業務をどう組むかということがま

た同じように出てくるんですけれども、社協さんに事務局はお願いして、相談もやる。そこ

までは皆さんわかったんだけれども、私はそのときに必ず宅建さんか全日さんが一緒に窓口

に行って相談に乗るというふうにしたほうがいいと思うんです。実質的にね。そのほうが住

宅を探しに来た人はすぐに、ワンストップに近い形で。 
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 そのときにそういう住宅をあっせんしてあげる相談員の方に対する報酬というか、それは

業界にかかわらず相談員としてのお金を出すべきだというのは私の結構硬い意見なんです。

背景はもちろんそれぞれの団体があるんだけれども、そこに相談に来て、レインズを使って

その人に一番合ったところを探すという、そういう住宅を探す業務はやはり独自にその場で

お金を払ったほうがいいだろうと。 

 月に２回というか、２回は少ないかなとちょっと内心は思うんだけれども、月２回で１回

は予約で１時間ずつ３人と書いてありますね。そうだとしたら、宅建さんと全日さんがミッ

クスでやってもいいし、１週目は宅建さんだとして、そうすると３時間ある人が相談に乗る

わけですね。３時間の単価をきちんと払うというふうにして。きっと安いですけれども、き

ちんと払って、相談の役割をするという位置づけをしたほうがいいというのが一つです。 

 それから、もう一つ、さっき小林委員長も言いましたけれども、その他の主な居住支援サ

ービスの中で、業界がいろいろやっているところももちろんあるのだけれども、同行支援サ

ービスというのか、内覧の同行とか契約時の立ち会い、このあたりが必要ではないかという

気がするんです。 

 家を探してくださったけれども、高齢者の方が、「そうか、ここか」といっても、行かなか

ったり、行ったけれども断られるというか、そういうこともなくはないんです。既に居住支

援協議会でも何件もそういうのが上がって、神奈川県などにいろいろ聞いてもそうなんです。

だから、そういうときに同行してサポートしてあげるというのは、やはり居住支援協議会な

んかでないとだめなのかなと。だから、同行支援サービスというのをどこの団体に頼むかよ

くわからないですが、社協のどなたかがやるのだったら日当を出してやる。その予算を出し

ておく。 

 不動産関係の人は、最初そういうことを言ったらすごく怒ったんです。そんなこと必要な

いと。だけれども、実際問題としてそうやって断られて帰ってきちゃうんですよ。契約率が

うんと低かったからどうしてだろうと思ったら、その人は行ったら断られましたとか、行か

なかったですとか、そういうことになってしまったんです。 

 だから、人によりますけれども、全員やれというのではなくて、かなり高齢だったり大変

そうだったら、同行サービスをつけるということで、一日どのぐらい時間がかかるかあれで

すけれども、３時間だったら３時間分の手当を出すという。だからそれを予算に入れるのだ

けれども、これはここに入れるか別なのかがちょっとわからなかったです。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 あっせん相談員の報酬については恐らく国庫対象となると思いますので、これは幾らぐら

いがいいのかなというのはございますけれども、検討したいと思います。 

 同行支援サービスは、福岡市の社会福祉協議会で１回５００円の本人負担という形でやっ

ている実例がありますので、そういったことを参考にしながら、どこがやるのかということ

も含めて今後考えていきたいと思います。 

 

○委員長 

 ほかにご意見ありますか。どうぞ。 

 

○髙橋（弘）委員 

 今、老齢者の話ばかりが上っているような気がするのですが、居住弱者というのには障害

者もいるのだと思います。その件について何も話がされていないのはちょっと残念だなと思

いますが、障害者についてはやはり断られることが多くて、それであればということで平成

２５年４月に総合支援法というのができたのだと思います。 
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 先般、小林委員長のほうから用途変更についてかなり大変なものがあるということでご案

内があったと思いますけれども、用途変更をするに当たって、千葉県にはＥＲＩとビューロ

ーベリタスという、建築基準法の適合状況調査機関というのは２件しかないんです。そこの

審査をするのに４０万円から７０万円かかります。空き家にしても、あるいは住宅を障害者

の人に貸そうというようなことにしても、それは３０％の人しか検査済証を取っていません

ので、用途変更がほとんどできないのが現状です。でも、この適合証明を取れば、用途変更

することができるんです。それをするためには非破壊検査とかいろいろなことが必要なんで

すけれども、そういったことへの補助などがこの予算書の中には何も入っていないです。 

 ですから、もう少し障害者の視線とか、そういうところに関する考え方というのか、その

辺が入っていないと、書いてはいませんけれども、老齢者のためにはこうなっていますよと

いう感じはするのですが、障害者についての考え方がどうも一つも見当たらないなというの

が僕の個人的な感想です。 

 

○委員長 

 何か事務局のほうはありますか。どうぞ。 

 

○福祉サービス部長 

 福祉サービス部長でございます。今のお話は、用途変更ですので、多分、グループホーム

のお話だと思います。グループホームについては、スプリンクラーの設置と、国土交通省の

ほうが平成２６年８月２２日だと思いますが、２００平米未満の建物と１００平米未満の建

物の要件緩和をされていまして、スプリンクラーを設置するとか一定の基準を設ければ、今

まではだめだったものがオーケーになっております。 

 そういうことも私どものほうで障害部門だとか指導監査部門のほうには徹底しております

し、障害者のグループホームについては、スプリンクラーの補助の制度がもう既にできてお

ります。ちょっとここの問題とは別でそういう制度もございますので、そちらのほうをご活

用願えればというふうに考えております。 

 

○委員長 

 今の話と実はちょっと内容が違って、グループホームを寄宿舎と判断するのですが、寄宿

舎と判断した上でその要件を国は緩和したんです。しかし、今問題になっているのは住宅を

寄宿舎と用途変更するときに既に大きな問題が発生するので、その国の緩和はほとんど効い

ていないという意味なんです。 

 今まで住宅だったものを寄宿舎に用途を変えるとなると、少なくとも２つ壁があって、１

つは今、髙橋（弘）委員がおっしゃったように、もともと検査済証を取っていないと、取り

直しの上で用途変更しなければいけないという問題と、用途変更すると全て現在の最新の基

準に合わせなければいけないので、この２つがかなりハードルが高いのです。その上で寄宿

舎と判断した後、面積の小さいものに国は規制緩和しましたけれども、事実上ほとんど使わ

れていないですね。という事情です。 

 

○福祉サービス部長 

 すみません、ちょっと確認ですけれども、基本的にそれは１００平米以上の物件というこ

とで、１００平米未満ですと、そもそも届出義務がなかったのかなと思うのです。 

 

○委員長 

 それは正確に言うと、確認申請を出さなくてもいいというだけで、１００平米以下は守ら
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なくていいという意味ではないんです。それで、福島県、愛知県、鳥取県は、２００平米未

満の一戸建てをグループホームに転用するときは、用途変更ではなくて住宅のままですとい

う運用をしたんです。だから空き家活用が進んでいるという事情ですね。 

 課題としては書いてありますので、今後、船橋市もぜひ検討していただければと思います。 

 

○副委員長 

 一つ障害者に関して言ってよろしいですか。身体障害で住宅改造をしなくてはいけないと

いうのももちろんあるし、その場合の助成がどうだとかということもあるのだけれども、一

番難しいのは精神障害ではないでしょうか。統合失調症とかいったらほとんど難しかったり、

障害のレベルによりますが、これはやはり限界かなと思っていて、だからその辺は課題です

ね。どうしていいか私もわからないです。 

 

○委員長 

 そうですね。知的障害、精神障害、ランクがいろいろあるので、重度になると確かに対処

が難しいですね。軽度の人たちの場合はグループホームで対処するということもあります。

グループホームにはちゃんとヘルパーがついていますので。 

 

○林委員 

 もう、そうなると病院に行くしかないという。 

 

○副委員長 

 重度の方はね。軽度でも大体それがわかっちゃうと断られますよね。だから、本当はＮＰ

Ｏなんかでやっているのは、２４時間つながりを持って、何かあったら行きますからどうぞ

とやるんですね。一般のアパートでも。それができるか、支援体制が。 

 

○委員長 

 話題が少しずつずれていますけれども、予算案についてはいかがですか。確かに予算案に

今いろいろ話が出ているような具体的な事業を展開するイメージが入っていないので、そこ

が多分課題に見えるのでしょうね。何か事務局からありますか。 

 

○林委員 

 １，０００万円出るから、１，０００万円使わなければいけないということもないわけで

すよね。 

 

○委員長 

 そうですね。必要な金額を申請するということです。いかがでしょうか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 事業の経費をここに載せてしまって、その事業によって住宅確保要配慮者の個人個人が何

かメリットを受けるようなものは対象外だというふうに聞いているんです。モデル事業とい

うことでしたら大丈夫なのかもしれませんけれども。だから、ここに例えば検査の費用の補

助金を入れましょうとかそういったことは難しいのではないかと思っております。 

 １，０００万円の枠は確かにありますけれども、例えば人件費一つ見ましても、さっき何

人工ですかというお話がありましたが、恐らく１人工には満たないだろうと思っています。

お一人の方が今日は何の仕事をしたという、社会福祉協議会の職員の方であれば業務日誌を
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毎日つけていただいて、今日は３時間この事務局の仕事をしました、明日はしません、あさ

っては２時間やりますみたいなことの積み重ねによって、３月１０日締めなんですけれども、

３月１０日までの間に何時間働いて、その方の時給は基本給部分で幾らもらっているのかと

いうことで、掛け合わせたものが人件費として認定されるようです。ですから、１，０００

万円まであるからあれもこれもやってみようという考えは、ちょっと通用しないと思います。 

 

○委員長 

 ただ、居住支援サービスについて、それを組み立てる初期費用とか、一部を居住支援協議

会の費用で負担というのはたしかできたと思うのですけれども、いかがですか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 その辺は国に確認、相談しながら進めて、なるべく対象となるものは組み入れていきたい

と思います。 

 

○委員長 

 ほかに何かご意見あれば。どうぞ。 

 

○中䑓委員 

 今の人件費の話ですが、１人工というのは１人だけということですよね。それが例えばこ

こに書いてある３８０万円、毎日出ると１人分になるかもしれないけれども、１週間に２日

とかと限定すれば、２人出ていても１人分の予算で済む可能性はありますよね。そういう意

味では、先ほど意見を述べさせていただきましたけれども、社会福祉協議会の職員オンリー

ではなくて、建築に詳しい方、あるいは不動産に詳しい方たちが同席して受け付けできるよ

うな窓口にしないと、実務的には形だけのものになると思うのです。 

 というのは、私ども日常の活動をしていても、民生委員が相談を受けるのは低所得者の方

です。もしくは無収入に近い方が相談に来ます。今回の居住支援協議会というのは、それな

りのお金は持っているけれども、障害があったり、ひとり者だから部屋が確保できないとい

う方だとすれば、場合によれば福祉関係の窓口なんかに相談しないで、ストレートで駅前の

不動産屋へ行って、こういうところへ入りたいんだけどと行く可能性のほうが大きいような

気がするんです。 

 本当に貧しいというか低所得者の方だけを相手にするのであれば、福祉関係の職員１人い

ればオンリーでオーケーだと思いますが、やはりこの支援協議会というのは、以前にも協議

会の中で説明していただきましたけれども、ある程度のお金は持っていて居住が確保できな

い人を支援するのだというふうにお聞きしているので、だとすればそういったスタッフもそ

ろえておかないと、来た人が、後でまた回答しますでは帰ってしまいますので、二度目の相

談に来ないかもしれませんから、やはり来たときにある程度の目安がつけられるようにする

のには、そういった相談員が同席、あるいは複数でいるほうがいいような気がします。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 １つ目の、ワークシェアみたいな形は認められております。宅地建物取引業の方が相談窓

口においでいただく際の費用については、先ほど中島委員からもご指摘がありましたので、

どういう形でそれを盛り込むか、幾らにするかというのはもちろんありますけれども、盛り

込んでいきたいと思っています。 

 

○委員長 
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 あと、私最初に言いましたけれども、相談業務というのは、市民とか住宅に困っている人

相手の相談業務と、もう一つは賃貸住宅オーナー向けの相談業務というのがあります。それ

がないと多分貸し手が発掘されないので、居住支援協議会にとっては重要なんです。だから、

相談業務１とか相談業務２にして予算立てしていただくといいのではないでしょうか。そう

しないと多分発掘が進まないのではないでしょうか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 貴重なご意見ありがとうございました。その方向でもう一回ここは考えていきたいと思い

ます。 

 

○委員長 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 

○副委員長 

 パンフレット代ですけれども、これでいけるかどうかちょっとわからない。最初だから、

いろいろな形でいろいろなところに出したらいいと思っていますけれども、不動産関係、家

主さん、民生委員の方、自治会の方、市民向けにいろいろな窓口に出すとか、そういうふう

にしてやっていったときに、どのレベルのどのぐらいのパンフレットにしたらいいか、それ

ぞれ内容が違うわけだけれども、３０万円でいけるかちょっとわからないという感じがしま

す。想定して１，０００単位ぐらいで必要になるとしたら、もうちょっと多くていいかもし

れない。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 私たちは市民向けと、オーナー、大家さん向けぐらいしか想定しなかったのですけれども、

今のお話だと宅建団体向けとオーナー向けと市民向けと、あと市民を支援している方々向け

の４種類ということでよろしいですか。不動産団体が合わせて幾つぐらいあってみたいな、

もし基礎的な数字をお持ちの方がいらっしゃったら教えていただけますでしょうか。 

 

○委員長 

 いかがでしょうか。パンフレットを配布する先という意味ですか。何件あるか。不動産業

者、何件ですか。船橋市で会員の数。 

 

○髙橋（弘）委員 

 宅建協会は４２０です。 

 

○委員長 

 全日は。 

 

○林委員 

 ３００。 

 

○委員長 

 合わせて８００ぐらいですか。ですから、不動産屋さんは最低１，０００は必要ですね。 

 

○髙橋（弘）委員 
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 私、この４８０万円が先ほど来、事業計画が入っていないのではないかというような話も

ありましたけれども、これも机の上に飾ってあるおもちのような感じがして、何にも役に立

たないのではないかと思うんですよ。 

 例えば、先ほど申し上げましたけれども、この会議に出ている私は困っている人がいるこ

とを知っています。ですが、不動産協会の会員はほとんど知らないですね。それを知るよう

にするためには、例えば住宅政策課が（来て説明をする）。宅建協会は月に１回しか会議がな

いんです。月に１回しか会議がなくて１時間しかないうち、いろいろな委員会がありますか

ら、私が発表できて１分です。その時間でこれを説明するのはほとんど無理ですね。だから

こういう会議が開かれました、で終わってしまいます。これを広げようと思っても広がらな

いんですね。 

 月に１回その会議が開かれていて、年に３回講習会というのがありますが、そこに例えば

政策課が来て、この説明をすればわかってくれる人は（いるのではないか）。これは行かなけ

ればいけない義務になっているので、多くの業者が来るんです。そういうことをもう少し歩

み寄りというのか、こちら側に来てもらうことで結果は出てくるのだと思います。 

 このままの予算だと――このままの予算という言い方はよくないですね。この予算だとそ

ういう予算取りがされていないので、例えば政策課の方が来られるか、あるいは福祉協議会

の方が今までのアンケート結果がこうなっていますよとか、そういうものを発表される時間

をとって講習とかに来られれば、そこには人件費がかかるわけですから、そういうのを予算

立てに入れておかれないこと自体が、広げようと思っていないのではないかというふうにし

か見えない。 

 

○委員長 

 そうですね。ＰＲにかかわる費用というのは２０万と３５万だから、初年度で５５万円だ

けですね。多分、もう少したくさん必要なのではないでしょうか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 今のお話で、例えばセミナーをやるという企画ですとか、開催そのものですとか、細かく

言いますとそこのアンケートの結果の集計ですとかの人件費は、全て事務局の会議運営等の

「等」の中に入っております。例えば住宅政策課の職員が行っても、私たちは公務員ですか

ら、その人件費はここでは見ることができません。 

 

○委員長 

 具体的な話はそれでいいのですが、実際には初年度は相当幅広く広報していかないと多分

広がらないと思います。その広報の具体的な内容のイメージとか、それにかかる費用とか、

そういうのが伝わるような予算立てになっているといいのではないかということですね。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 資料２の「居住支援協議会で行う内容」という欄がございますけれども、ここに入ってい

るものが全て事務局経費には含まれているとお考えいただければと思います。 

 

○副委員長 

 わかりました。費目別に出しているからなんですね。だから、事業別にこれを書いていた

だければ、どういう事業をやるか、これに対して幾らここでかかるかとか、それがわかるん

だけれども、何となく費目で人件費、報酬となってしまっているから、きっとわかりにくい

のではないでしょうか。 
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○委員長 

 これは国に出すときの費目がこうなっているので、それに合わせているのだと思いますけ

れども、ただ、それはあくまで国に出す資料の話なので、内部で議論するときは、こういう

事業にこれくらい使うとかというふうになっていないと、議論が進まなくなりますね。先ほ

どから、どちらかというと前向きな意見がいろいろ出ているんです。こんな事業をやったら

どうかと。それらをぜひ取り込んでいって、それで予算立てをしていくといいのではないで

しょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。この予算案を議論しながら実際にどんな事業展開をするかとい

うのがイメージが湧いてくると思いますので、気になることがあったらどんどん出していた

だければと思います。よろしいでしょうか。 

 とりあえず今まで出た内容をもう一度事務局で検討していただくということでよろしいで

しょうか。 

 

○副委員長 

 決定というところでね。 

 

○委員長 

 結論は最後にやります。やはり全体をとおしてということが大事ですので。 

 

１．議事 

（４）会則案について 

○委員長 

 ４の会則案について説明をお願いします。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 会則案についてご説明いたします。資料４をご覧ください。こちらは国で示している居住

支援協議会会則例です。これらを踏まえて資料５で船橋市居住支援協議会の会則案を作成い

たしましたので、比較してご覧ください。基本的な内容は国の居住支援協議会会則例をその

まま適用しておりますので、主な変更点のみ申し上げます。 

 資料５の第３条をご覧ください。４つ目に「住宅確保要配慮者向けの空家の活用方策に関

すること」と追記しました。理由としましては、すぐに空き家の活用について検討を行うも

のではありませんが、いずれ検討すべき項目であるところから追記しております。 

 資料４の第６条２項をご覧ください。こちらに記載されている３号と４号を削除いたしま

した。理由としましては、常任評議会というのが総会を開催できない場合に決議できるもの

なのですけれども、次条で総会は過半数の出席により成立するとしておりますので、総会を

開催できない場合というのは過半数が欠席する場合となります。この人数で過半数が欠席と

なると、総会を延期することになることが考えられるため、削除をしております。またこの

ことにより常任評議会に係る規約を削除しております。 

 続いて、資料５の第６条以降をご覧ください。４号と５号を追加しました。会員は団体か

らも選出いたしますので、変更等があると考えられますので追記しております。 

 資料４と資料５の第８条をそれぞれご覧ください。協議会の役員について書いております。

これについては不要と思われる役職を削除いたしました。次の第９条でも同様に不要な箇所

を削除しております。 

 次に第１０条の役員の任期についてですが、任期は２年としました。また、再任すること
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ができるものとしております。 

 続いて資料５の第１１条ですが、ここでは部会の設置に関する項目を追記しております。

その他、記載内容の順序変更等、軽微な変更はございますが、大きな変更は行っておりませ

ん。 

 会則案について、以上でございます。 

 

○委員長 

 いかがでしょうか。何かご質問、ご意見ありますでしょうか。正式にはまだ設立準備会で

すから、設立総会で決定ですけれども、この場である程度、方向をみんなで共有しておく必

要があります。 

 いかがでしょうか。現時点ではとりあえずこれにして、あとお持ち帰りいただいて、もう

一回検討してみるということはあり得ますね。どうぞ。 

 

○中䑓委員 

 この中の第４条、「会員」のところで、「本会の会員は、別表のとおりとする。」というふう

に明記されておりますけれども、このほかに、例えば６条なんかでは会員の３分の１以上の

請求とかいろいろ具体的な人数のことが書いてありますが、会員の人数の制限というのは全

く考えなくていいんですかね。 

 例えば、別表のところに学識経験者と書いてありますが、これは何人とか何人以内とか、

あるいは何人以上ということを明記しておかなくてもいいんですか。この中で、区分でいう

と５団体が書いてありますけれども、例えばの話、船橋市役所関係課が１０人で、あと１人、

１人、１人というのでもあり、あるいはその反対もありというふうになると、バランスのこ

とも考えると、人数もどこかに規定しておいてもいいのかなという気がするのですが、いか

がでしょうか。 

 

○委員長 

 これについて、ご意見ある方いらっしゃいますか。 

 

○中䑓委員 

 会長とか役員は人数がきちっと明記されていますよね。会計が何人、会長が１名と。会長

１名は大体常識だとは思うのですけれども、そういうところはきちっと書いてあるので、会

員も場合によったら何名以内とか何名までという上限を設けておくなりしておいてもいいの

かなという気がするのです。 

 

○委員長 

 そういう意見と、もう一方で柔軟にするために、あえて会則には書かなくていいのではな

いかという意見と両方ありますね。どうでしょうか。 

 中島先生はどうでしょうか。 

 

○副委員長 

 今、人数を数えたら、大体この委員構成メンバーの最初のでいうと１０人ぐらいなんです

かね。このあたりが充足されているといいのかなというのと、私は柔軟なほうがという意見

です。余りこれガチガチとやって、どうでしょう。そういった意味でここの組織、委員会の

構成とかいうことがあって、ダブルキャストになって人数が１１人、１２人とかいうことは

いいと思いますけれども、最低限何人とかというのはしなくていいような。 
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○中䑓委員 

 わかりました。ただ、バランスがちょっと気になったので。例えば、学識経験者は多分数

名というのは大体入ると思いますけれども、宅地建物取引業者が１０人で建築士が１名とか

というふうにやってもオーケーはオーケーになるということになると、大体均等に２、２、

２とか、３、３、３とかと、何か入っていたほうがバランス的には、例えばその当時の会長

の意向が働き過ぎたりしないでいいのかなと思ったので、ちょっと意見として言ったんです

が、柔軟のほうがいいことはいいと思います。 

 

○委員長 

 いかがでしょうか、事務局。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 今考えているのは、学識経験者お二人、宅地建物取引業者も１団体お一人で考えています。

で、お二人。居住支援団体もお二人、建築士関係団体お二人。市役所内関係課というふうに

書いておりまして、ちょっと言葉足らずだったのですが、今、関係部長にしようかなと思っ

ています。関係部長というのは、建築部長、福祉サービス部長と、ちょっと今日は所用で来

られていませんが、健康・高齢部長の３人にしようというふうに思っております。 

 

○委員長 

 実際の運用ではバランスをとりながらやるということで、会則にはそこまで書かなくても

いいのではないかという状況ですが、それでもよろしいですか。ほかに何かありますでしょ

うか。 

 

１．議事 

（５）居住支援サービスについて 

○委員長 

 それでは、次に進みたいと思います。次の「居住支援サービスについて」、説明をお願いし

ます。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 地域包括ケアシステム推進室の斎藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日お配りしました資料の９をちょっとご覧いただければと思います。１枚の横の表にな

ります。こちらに１から１４まで居住支援のサービス、ソフト事業が書いてあります。これ

は今までの準備会等での議論で出てきたサービス、あるいは他の先行されている都市で実際

に行われているサービスで一応今のリストとして事業を出してみました。一つ、緊急通報シ

ステムについては再掲をしておりますので、純粋に１３事業という形で整理はしております。 

 一番左側の「区分」のところには、ご相談に乗ったときの各ステージということで、まず、

あっせんという区分があるだろう。次に契約業務、それから、いわゆる預かり的な業務、生

活支援サービスそのもの、死後サービスと、一応この５つのカテゴリーに分けて分類はさせ

ていただいております。 

 この表の中の網かけのサービスにつきましては、上段に※印で書いてありますが、既に船

橋市で、市や社会福祉協議会等で実施しているものに網がかかっております。ただし、預か

りの６番、７番の金銭・財産管理サービスと書類等預かりサービスは、いわゆる権利擁護関

係で社会福祉協議会がやっておるサービスですので、ここの部分については、ご自分で管理
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できる方について、何か不安があるんだけど預かりますというような部分では今実施してお

りません。それぞれのサービスの内容を書かせていただいて、主な対象者ということで記載

をしております。 

 一番右側の「利用者負担の例」とございますが、これはこれまで知り得た資料で他団体で

実施されている金額を入れておりますので、実際に船橋でこの金額でやるということではご

ざいません。 

 今日これを皆様にお見せしましたのは、実際にこの居住支援協議会を来年度立ち上げて、

船橋市としては、その立ち上げからそんなに間を置かずして事業を一部でも実施したいとい

う意向がございまして、今日ちょっと皆様にご意見を頂戴したかったのが、例えばこの網が

かかっていない白のほうのサービスの中で、これだけは絶対外せないサービスというのをご

意見頂戴できれば、それは最低限、絶対盛り込まなければいけないというふうになります。

ただ、これもあったほうが絶対いいんだというご意見をいただければ、それも実施に向けて、

時間は短いですけれども検討したいと思っているので、ちょっとご議論いただければと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。これはなかなか貴重な資料ですね。いかがでしょうか。この網

がけは既に実施しているものですが、金額も既に実施しているものが入っているんですか。

それとも別の金額が入っているんですか。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 金額は既に実施している金額ではございません。他都市の例です。 

 

○委員長 

 わかりました。前回の委員会で、この緊急通報システムは船橋市を通してやると月二千幾

らでしたか。２，１６０円というので、すばらしいことだと思ったのですが。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 今おっしゃった緊急通報システム、一般的な例で４，０００円と業者のほうから聞いてお

ります。 

 

○委員長 

 了解しました。 

 さて、いかがでしょうか。特に白抜きのところでこれは導入したほうがいいのではないか

とかそういうのがあればぜひ。中䑓委員、どうぞ。 

 

○中䑓委員 

 白抜きの部分では、私ども民生委員協議会のほうでは、部屋を借りるときに、ひとり者だ

と身元保証サービスというのがないと借りられないという事例が結構あります。たまたまこ

れは、低所得者あるいは生活保護を受けているような方、受けなければいけないような方の

例ですが、障害者の方だと大体家族が保証人になってくれるとは思うのですが、高齢者の方

で、お金は持っているけれども身元保証人がいなければ貸しませんという大家さんは意外と

多いのではないかと思います。そういう意味では、そういったケースのときの費用として身

元保証サービスというのはやっておいてくれるといいのではないかなと。 
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 もう一つは、そういう人の場合に自分が費用を出して後片づけするのは嫌だと言って、例

えば年齢を聞いて、不動産屋へ登録するときに不動産の担当者の方に高齢者、何十歳以上は

だめと言っている方もいるように聞いていますので、場合によったらこの死後の後始末につ

いても、幾つかやっていただけるといいのではないかと思います。 

 それから、ついでで恐縮です。網かけのところで、たまたま私、先ほど予想で言いました

が、成年後見人報酬２４万円、これは既にやっているということですが、社会福祉協議会の

予算でやっているならば、こういうのを逆にこの事業の補助金で鞍替えしてやってはいけな

いんですか。なんかもったいないような気がするんです。社会福祉協議会との相談になるの

でしょうけれども、別々にやった場合には予算がつかないんですか。社会福祉協議会はこれ

もあわせてできてしまうのでしょうか。 

 

○委員長 

 まず後者から。いかがでしょうか。船橋市の福祉のシステムに乗れば２４万円を払わなく

てもいいのではないかということですが。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 補助金というのは、国云々の話ではなくて、市単で補助の制度を設けられないかという意

味で取ってよろしいですか。 

 

○中䑓委員 

 先ほどの、予算のところがありましたよね。これはあくまでも事務局側の予算だけ載せて

いると。今後事業費については別枠で考えていますという中で、そのときにこういった支援

サービスの事業費も補助金でもらえるのであれば、市社協が既にやっている事業にのせてい

るから補助金をもらわないのではなくて、もらえるのであれば、この支援事業費として別枠

で経費として事業費として要求しておいたほうが得策なのかなと思ったものですから。これ

は２番目の質問で。まず白抜きは、今言ったようなところを考慮していただけるといいので

はないかなと思いました。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 それでは、まず成年後見人のほうは、先ほど住宅政策課長から説明がありましたが、国土

交通省の補助金には多分該当しません。ですので、これをやるとすれば市単でやるしかない

とは思うのです。 

 例えば、ここに成年後見人報酬、年に２４万円ということは月に２万円ですけれども、こ

れはあくまでも個人で負担するという世界に、船橋市としてそこに助成金を出すかというよ

うなお話になってくるので、将来的な必要性云々も含めて要検討かなという感じだと思いま

す。 

 それから、白抜きの数字で身元保証、あと死亡サービスについては、貴重なご意見ですの

で、できる方向で一応考えてはみたいなと思っております。 

 

○委員長 

 どうぞ、林委員。 

 

○林委員 

 生活のところの１１番で、「入退院時支援サービス」というところがありますよね。付き添

い１回４，０００円。これはぜひやっていただきたいんです。これ大変なんですよね、本当
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に。受付に行って支払いを待ったり、いろいろな書類を待ったりする。これはぜひお願いい

たします。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 ありがとうございます。これにつきましては、実は福祉サービス公社という市の公社があ

りまして、そちらで軽度生活援助の延長線上でやっている場合もありますが、常態として常

にというサービスはないので、これは新規の事務になりますので、検討はしてみたいなと思

います。 

 

○副委員長 

 １回４，０００円の負担ですよね。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 これは他市の例でございますけれども。 

 

○中䑓委員 

 室長の今のお話の中の関連ですが、先ほど説明していただいた資料２の５で、「その他の主

な居住支援サービス」という中に、金銭、財産管理サービス、それから書類等預かりサービ

スとなっています。預金通帳、年金証書、実印、そういったものを預かるのに一職員が預か

っていて大丈夫ですかね。 

 例えば、通常こういうのを役所で預かるといったときには、それなりの、例えば弁護士さ

んとかそういった人の名前を使って預かっているのではないかと思うのです。そのときに、

そういう事業をやるのにそれは対象になりませんと言われると、当然、職員が預かってきな

さいと。自分の相談窓口の金庫、裏の別部屋のところに金庫を置いて預かっておきなさいと

いうことでオーケーなのかどうかというと、例えば先ほどから確認しながら聞いているので

すが、この支援事業というのはあくまでもお金を持っている人の入居を支援しているので、

場合によったら、市のほうは少額と思っているかもしれませんが、億単位のお金を持ってい

る方が入れてもらえないと相談に来たときに、通帳を預けるわけですよね。それを単純に一

職員が預かるということは、非常に危険ではないかと思うのです。場合によったら銀行に預

けたり別枠の金庫に預けなければいけない状態ではないかと思うので、そういった費用が補

助対象にならないというのは、国のほうがちょっと安易に考えているのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

○委員長 

 もしお答えがあればお願いします。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 ありがとうございます。多分国土交通省が考えている補助金のシステムとすれば、居住支

援協議会を運営していただいて、そこから地域なりのサービスを生み出すための、いわゆる

居住支援協議会本体そのものを支援する補助金で３年間限度ですよと。立ち上げ補助金みた

いなものですから。あくまでそこから派生する地域別のサービスについては、それは単独で

やってくださいということになっているはずです。個人の利益云々という住宅政策課長の言

葉もありましたので、多分そういうシステムだと思います。 

 ですので、財産管理サービス、報酬２４万円というこの金額が高い安い云々あるとは思う

のですけれども、これは現実として後見人を立てた場合の後見人の報酬という部分をちょっ
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と例示したという形になります。ですから、そこへ市単で補助を入れる云々というのは完璧

な政策ですので、まだちょっと何とも言えない状況です。 

 

○中䑓委員 

 気になったのは、障害者もこの対象になっているので、精神障害の方とか知的障害の方が

親からの遺産分与があったりして、その資産を管理するとなると、単純ではないような気が

したので言いました。わかりました。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 肝心なところを答えていなかったですね。こういう大事なものを預かるのは、やはり貸金

庫を借りるという形です。 

 

○委員長 

 今のお話は、必ずしも民間賃貸に入居するときの話というよりは、一般的な話ですよね。

資産管理をどうするかという話。 

 あと、今この表にあるものが、本当に居住支援協議会の国の補助の対象ではないかという

のを確認していただけませんか。この中でも民間賃貸住宅に入居するのに直接かかわるもの

は、例えば発足時は一部補助しながら拡大していく、定着させていくという意味で補助対象

になる可能性が十分あると思いますので、ちょっと確認してください。 

 

○地域包括ケアシステム推進室長 

 わかりました。確認してみます。 

 

○副委員長 

 先ほど同行支援のことをお話ししたら、これは社協で今やっているんですね。あ、網かけ

ていない。４番ですけれども。５００円でというのは、さっきやっていると聞きましたが、

違いますか。別のところですね。 

 

○林委員 

 これは内覧と契約時の立ち会い。 

 

○副委員長 

 私はこれをやる必要がある人がいるなと思ったわけです。それが５００円でよくて、例え

ば社協がその事業をやっていれば、社協に４，０００円とか３，０００円とかを払わないで

５００円でやっていただくのはうれしいと思ったのだけれども、これはないからどうするか。

私は払うのは全然思っていなかったから、同行支援が必要だという人については同行する。

その同行するときのお金は、同行する人に相談料と同じような形で差し上げるというふうに

思ったんです。 

 ただ、これが制度化して、社協でもどこでもいいですけれども、包括でやってくださると

か、そういうことであれば、そこに５００円を払えば支援がやってもらえるならそのほうが

安く上がるというふうに思いました。 

 それから、死後のことですけれども、きっと不動産関係の方は詳しいのでしょうけれども、

亡くなって身内の人を探しますよね。それでも見つからない場合はどうされているんですか。

市としても行き倒れの方の対応というのはしますでしょう。だから、その辺どうなんでしょ

う。これはすごくお金がかかるんですよね。死ぬために６０万円ぐらい預けなくてはいけな
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くてね。そういう人は多分、居住支援協議会には来ないという感じですけれども、一般には

どうしているのでしょうか、そういう人がいた場合。関係者を必死で探しますというのは聞

いたことがありますけれども。 

 

○林委員 

 市役所へお願いします。 

 

○地域福祉課主幹 

 地域福祉課です。いわゆる行き倒れというような場合は、警察が身元や家族を捜索し、そ

れでもわからない場合は、行旅死亡人とかそういった中でお亡くなりになられた場合は、遺

体は市に引き渡されます。 

例えば独居でお住まいになっていてお亡くなりになられたと。そうなった場合、警察が捜

索して、お亡くなりになられた方の身元がわかった場合には、その家族の方に引き渡されま

す。身元はわかり、家族もわかったが、家族が引き取りを拒否した場合、遺体は市に引き渡

されます。そうなった場合、お亡くなりになられた方の戸籍の調査をし、相続人の照会をし

ます。相続人が判明したら、こういう方がお亡くなりになったんですけど、お骨を引き取っ

ていただけませんかと、あと荼毘等の葬祭費用もお支払いただけませんかと。 

そういうのを一応やりますけれども、全部嫌ですよという形になった場合には、うちのほ

うで遺体の荼毘等の費用と遺骨の保管の費用といったものが一応は予算化されているので、

その中で最低限、ただお骨にさせていただきますという費用でやらせていただく。 

全然身元がわからない場合については、荼毘をし、お骨にし、今度は官報に公告して、よ

く行方不明者の方の様子を、特徴的なもの、例えば身なり、亡くなったときこういう服を着

ていましたよとか、そういったのをちゃんと公告して、何かあったらという公告までやりな

がら一応は対応はしているところでございます。ちょっと説明が下手で申し訳ないのですが、

そういった形でやらせてもらっています。 

 

○委員長 

 今のご説明ですが、例えば民間のアパートにお住まいのひとり暮らしの高齢者が亡くなっ

たと。そうすると、まずは大家さんにやってくれということになるのですか。そうしたら、

普通できないですよね、大家さんは。 

 

○地域福祉課主幹 

 身元がわかっていても家族がいないとか引き取らないとかいう方ですよね。 

お亡くなりになられて、例えば家財道具なんかの処分の問題が出てくると思うのですが、そ

ういうのはやはり基本的には大家さんのほうでやっていただくということになりますね。 

 

○委員長 

 多分それが大家さんの負担というふうになると、この制度が広まらないということになる

ので、そこを手当てするというのがこの居住支援協議会の大きな目的ですね。ですから、そ

こについては何らかの形でこういうサービスができるというふうにしていかないと、広がら

ないということになってしまいます。場合によっては、今、船橋市にこういうサービスがな

くても、新たにつくる。発足に当たっては初期費用が必要ですから、初期費用は多分補助金

の対象になっているのだと思うので、ちょっと聞いてみてくれませんか。 

 そういう意味で、白く書いてあるところが必要かと言われれば、全部必要ということにな

ってしまいますね。髙橋（弘）さん、林さん、このサービスで強弱をつけると何かあります
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か。 

 

○林委員 

 やっぱり入院時のあれもありますね。 

 

○委員長 

 １１番が一番大きいですか。 

 

○林委員 

 私なんかでも、病院に行きますとやっぱり大変ですね。ひとりの人が、手が震えてもう字

を書くこともできないとか、そういう方も結構いらっしゃるので。 

 

○委員長 

 こういうのは、今、大家さんが民生委員に連絡すると、民生委員が付き添ってくれるとい

うのはあるんですか。そういうのはないですか。 

 

○中䑓委員 

 以前は入退院に付き添って、身内がいないと民生委員が保証人にされるケースも全国的に

は結構ありました。ただ、現在は新しく民生委員になると研修でそこはやらなくていい、市

へ連絡しなさいということで、生活支援課へ連絡すると、船橋市の場合は、市の職員が出て

いって全部やってくれます。 

 そういう意味では問題はないのですが、一つ問題があるのは、先ほどから言っているよう

に、この居住支援協議会、その意味が、高齢者だったら入居できない、あるいは障害を持っ

ているから入居できないと言われているので、やはり大家さんからするとひとり者の場合は

後始末が大変だというのが嫌なんです。だから最初のネックが、保証人がいないと言われる

とまずそこで門前払いになるのが普通だと思います。ですから、いの一番に、身元保証人の

サービスは必ずやるのではないけれども、いなかった場合にはそういうこともしてくれます

よというふうに大家さんに言っておけば、ひとり者だというアレルギーがなくなる。 

 それから、亡くなっても必ず市が面倒見るのではなくて、探したあげくに誰も引き取り人

がいなければ、こういう制度で亡くなった方はきちっと対応してくれますよという説明がで

きると、大家さんのほうも、貸す場合にひとり者でも大丈夫だと思うから、アパートやマン

ションを預けるときに、何十歳以上、障害者はだめ、精神障害はなおさらのことだめという、

その壁を少しでも突き破れるのではないかというので、こういうサービスをやるならば入れ

ておいてくれるといいのではないかということで、先ほど提案させてもらいました。 

 

○委員長 

 まず、今の中䑓委員の最初のご発言の、船橋市が何でもやってくれるというのは、それは

正しいですか。 

 

○生活支援課主幹 

 補足させていただきます。恐らくそれは保護受給者の方です。 

 

○委員長 

 生活保護の受給者に限られた話ですか。 
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○生活支援課主幹 

 はい。 

 

○中䑓委員 

 そうですね。言い忘れました。生活保護。申し訳ございません。 

 

○委員長 

 一般的というわけではないんですね。なるほど。その場合、民生委員も対応しない、市も

対応しないとなると、どうなるのでしょうか。 

 

○中䑓委員 

 民生委員はそういった場合に、病院からとか、あるいは大家さんから連絡が来ますので、

そのときは出ていきます。出ていって、例えばお金持ちのひとり者であっても、民生委員の

調査した範囲の中で全く見当たらない、例えば戸籍住民課で調べても身内がいないとなると、

やはりこれは市が対応してくれています。引き取り人がいませんというと、生活保護を受け

ている人以外でもちゃんと相談に乗ってくれる窓口があります。 

 

○委員長 

 いずれにしても、例えばアパートに住んでいる高齢者が倒れて病院に行かなければいけな

いときに、大家さんに対してこういう仕組みになっていますので安心できますよというよう

な説明ができるようになるといいですね。 

 あと、身元保証サービスは、確かにこれは可能性をぜひ検討いただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 ちょっとこの場をお借りして宅建団体の方にお尋ねしたいのですけれども、前の会議で

月々の収入、所得が少なければ、幾ら貯金があってもアパートには入れないですというお話

があったかと思うのですけれども、例えば定期借家契約で、２年間の家賃をどこかが預かっ

て本人に肩代わりして払うみたいな仕組みがもしあった場合に、年金が仮になくても貯金が

たくさんあれば入れるというようなことは、可能性としてはいかがでしょうか。 

 

○髙橋（弘）委員 

 それは全然可能だと思います。定期借家ですよね。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 定期借家です。 

 

○髙橋（弘）委員 

 定期であれば全く問題ないと思います。 

 

○林委員 

 私のほうも問題はないと思います。 

 

○事務局（住宅政策課長） 

 ありがとうございました。 
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○委員長 

 いろいろな工夫の仕方があるみたいですね。定期借家でない場合はやはり不安なわけです

ね。 

 

○髙橋（弘）委員 

 更新のときに、連帯保証人さんが連帯保証してくれなくなるので。あと老齢の方は、もう

一人の方が亡くなると独居老人になってしまうんです。だからいろいろなことがあるので、

先ほど委員長が言われたように、系統だった仕組みを書いていただけると、みんなに回せる

と思うのです。 

 例えば老人の方、あるいは障害を持っている方でも、フローチャートになって、この場合

は市がやってくれますとか、紙一枚渡せる姿であれば、これは簡単に情報共有できます。死

後の部分についてだけではないですけれども、もう少し議論を深めていって、そこの部分さ

えできてしまえば、かなりの方が大家さんを説得するというか、大家さんというよりも不動

産業者自体が大家ということが多いので、だから納得さえすれば入居はできるのではないか

と思いますけれども。 

 

○委員長 

 どうぞ。 

 

○福祉サービス部長 

 先ほど中䑓委員から、生活保護以外の受給者で民生委員に相談があったときに、市の窓口

で対応していただけるというところで、今、所管しそうな課長に確認しましたが、公的なサ

ービスとしては多分ないと思いますので、それが前提でこの場の議論が進むとあれなので、

ちょっと確認をとらせていただきたいと思います。 

 

○中䑓委員 

 私どもの事例としては、さーくるとか包括支援センターへ相談すると、そのまま引き取っ

て、世話をしたかどうかは別として、そこでもう民生委員さんはいいですといって解放して

くれる窓口があるものですから、ちょっと勇み足の部分があったかもしれません。 

 

○福祉サービス部長 

 相談には応じます。 

 

○委員長 

 ただ、いずれにせよ、最終的にどこかが面倒見ていないと大家さんは不安ですから、対処

できないので。今、もしうまくその仕組みがなければ、ぜひつくっていただくようにしてい

ただくといいと思います。 

 

○林委員 

 亡くなったときに身寄りも何もない場合、市のほうで、生活保護者の方と同じように火葬

していただけるのでしょうか。 

 

○福祉サービス部長 

 今のところはそういう制度はございません。生活保護はあくまでも生活保護法に基づいて、
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そういうことについても支出が認められております。本当に行き倒れだったら行き倒れの方

の行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律があって、それは市の責任だというふうに定めら

れている、もしくは生活保護法によって定められているものについてはやりますけれども、

そうではない場合については、市として対応するというのは今の時点ではできない。そうい

う制度はないということです。 

 

○委員長 

 今それにかわるものとして、預託金を払ってというのがほかの市でやっていることですね。

でも船橋市でもそういう仕組みをぜひ、有料でもいいので考えていただくといいかもしれま

せん。 

 この居住支援サービスは、今回の居住支援協議会がうまくいくためにもとても大事なので、

ぜひこれらについて船橋市でうまく進めるようにさらに検討を深めていただければと思いま

す。 

 それでは、全体を見回してさらに何か補足のご意見とかご質問はありますか。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 すみません。補足させてください。資料２の５番、「その他の主な居住支援サービス」につ

いて、先ほどの資料９と比べていただくとわかるのですが、実施中の事業に資料２の５番で

は黒丸をつけておりますが、資料９のほうで網かけされている部分と相違がございます。理

由としましては、資料２のほうで示しているのは、市でやっている事業のみ黒丸で書いてお

ります。そこに違いがあることを補足させていただきたいと思います。 

 

○委員長 

 ほかに何かご質問、ご意見ありますか。 

 それでは、少し確認をとっていきたいのですが、まず資料２の組織・委員構成等です。先

ほどのご意見を踏まえると、宅建や全日のかなり密接な関与を前提とした上で社会福祉協議

会に事務局をお願いして、それで進めるというような方向で皆さんよろしいでしょうか。（異

議なし） 

 では、そういう方向で進めていただきます。 

 次の予算案ですが、住宅に困っている人相手の相談だけではなく、大家さん相手の相談と

いうのが非常に重要なので、そこのところはきちっと予算立てないし事業に組み込めるよう

にして、そこはぜひ宅建及び全日にいろいろご協力いただく、そういうふうな方向で予算を

さらに深めてみていただけませんか。 

また、国に相談しながら、この居住支援サービスについて、立ち上げとかそういう初期費

用への補助は国の補助対象になるのでしょうかと、確認をぜひお願いできればと思います。 

 そういうことで、この予算案について、今日はさすがに決めるというのはできないので、

さらに深めていただくということでよろしいでしょうか、皆さん。（異議なし） 

 次の資料４の会則ですが、会則についてはいかがでしょうか。大体この方向、内容でよろ

しいでしょうか。特に大きな問題はないようには見えますけれども、いかがでしょうか。（異

議なし） 

 大体この方向でいいということで、この後持ち帰っていただいて、もし何か気がついたら

事務局のほうに指摘いただくということにしましょう。 

 あとは先ほどの居住支援サービスですね。これは大変重要なので、さらに深めて、なるべ

く多くの項目が船橋市で実現できるように頑張ってください。ということでよろしいでしょ

うか。（異議なし） 
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 それでは、以上でこの議事の内容を終了します。その他について事務局から何かあります

か。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 次回の準備会の日程ですが、まだ具体的な日にちは決まっていないのですけれども、来年

２月ごろを考えております。日にちが決まりましたらご連絡いたしますので、よろしくお願

いいたします。予定では次回が最後と考えております。 

 

○委員長 

 その後、４月ごろに設立総会という形ですか、想定されているのは。 

 

○事務局（住宅政策課主事） 

 それもまだ決定はしていないのですが、前回のスケジュールで示したものですと、今のと

ころ５月以降というふうに考えています。 

 

○委員長 

 では、今日の意見を踏まえてさらに内容を詰めていただければと思います。次回もう一回

議論をし、確認しましょう。 

 以上ですけれども、皆さん、ほかにありますでしょうか。なければこれで終了いたします。

それでは、第３回設立準備会を以上で終了します。どうもありがとうございました。 

（16：00 閉会） 


